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有珠山の噴火警戒レベルの改定及び 

噴火警戒レベル判定基準の公表について 
 

 

有珠山の噴火警戒レベルを改定し、令和２年３月９日 14 時より運用を

開始します。併せて、噴火警戒レベルの判定基準を公表します。 

 

有珠山では、有珠山火山防災協議会における協議の結果、別紙のとおり、噴火警

戒レベルを改定することになりました。改定した噴火警戒レベルは、令和２年３月

９日 14 時より運用を開始します。 

また、有珠山の噴火警戒レベルの判定基準について精査作業が完了したことから、

気象庁ホームページで公表しました。 

 

 

 

【有珠山の噴火警戒レベル（リーフレット）】 

気象庁ホームページの「各火山のリーフレット」のページ（以下 URL）に掲載（９日 14

時に現行版から改定版に差替え） 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevel.html 

 

【噴火警戒レベル判定基準】 

気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ（以下 URL）で公表  

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html 

 

 

 

 

問合せ先：気象防災部  地震火山課 火山防災官 佐藤 

電話 011-611-2421 FAX 011-632-8401 



有珠山の噴火警戒レベルの改定について（概要） 

有珠山では、噴火前に体に感じる地震が発生するなど顕著な前兆現象がみられ、

前兆現象の発生から噴火までの期間が短いという特徴があります。 

このような火山活動の特徴を踏まえ、有珠山火山防災協議会における協議の結果、

これまでレベル３で想定される現象としていた体に感じる地震の発生をレベル４

に位置づけ、より早い段階で住民や観光客に避難準備などの対応を促すことになり

ました。 
 

 

レベル 想定される現象  レベル 想定される現象 

５ 
・体に感じる地震多発 等 

・大きな噴石や火砕流が居住地域まで到達 等 

 

５ 
・体に感じる地震多発 等 

・大きな噴石や火砕流が居住地域まで到達 等 

４ ・体に感じる地震の増加  

４ ・体に感じる地震発生 

・膨張性の地殻変動 
３ ・地震活動の活発化（体に感じる地震発生）  

２ ・体に感じない微小な地震活動の高まり  ２ ・ 体に感じない微小な地震活動の高まり 

１ ・火山活動は静穏  １ ・ 火山活動は静穏 

別 紙  

※     は火山活動が高まっていく段階では運用せず、レベル５

から下げる段階で運用します。また、「体に感じる地震」は、体に

感じる地震に相当する大きさの地震を含みます。 

レベル３ 

＜現行＞ ＜改定後＞ 






